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要旨 

ジュネーブの軍縮会議（ＣＤ：The Conference on 

Disarmament）で審議される主要議題の一つは核兵

器用核分裂性物質生産禁止条約（ＦＭＣＴ：Fissile 

Material Cut-off Treaty）であるが、実質的な審議

は行なわれておらず、その適用範囲についても合意

されているとは言えない。２０００年核不拡散条約

（ＮＰＴ）運用検討会議1は「ＣＤに対しＦＭＣＴの

即時交渉開始および５年以内の妥結を含む作業計画

に合意することを奨励する」と審議の促進をうなが

した。ＦＭＣＴの検証システムには長年にわたり実

績のあるＩＡＥＡ（国際原子力機構）モデル保障措

置協定2 及びモデル追加議定書3（以下、追加議定書）

に定められている検証手段の多くが適用可能である

と考えられる4。この報告では、現行ＩＡＥＡ保障措

置の実施に係る経験と、保障措置の強化と効率化を

目的とし進められた「プログラム９３＋２」5におけ

る協議、追加議定書により可能になった新たな手段、

そして、現在ＩＡＥＡ事務局が検討を進めている統

合保障措置6の概念に基づき、予想されるＦＭＣＴの

検証制度を概観する。 

 

１ はじめに 

ＦＭＣＴの検証制度がどのような形を取るべき

であるかという問題を検討するに当たって、まず念

頭に置くべき事項は条約の履行に関する信頼性を保

証するに十分な有効性と効率性を確保することであ

る。また、検証制度の運営に係る財政上の問題を常

に考慮しつつ検討を進め、運営に際し条約加盟国の

経費負担が過大にならないようにすることが重要で

ある。 

検証措置の適用範囲及び手法を包括的かつ厳格

なものにしようとする手法を積極的に取りすぎた場

合、たとえば核兵器国（ＮＷＳ）やインド、パキス

タン等のＮＰＴ未締約国など、加盟を期待されてい

る国々から条約に関する適切な関心と関与を得られ

ない危険がある。こういったアプローチはまた、過

剰な財政的負担を強いることにもつながりかねない。

逆に、もしアプローチがあまりにも限定的であれば、

ＦＭＣＴ自体の存在意義が薄れてしまうことになる。

従って、適切なバランスの取れた案を示す必要があ

る。 

ＦＭＣＴのカバーすべき適用範囲（スコープ）は

条約の骨格を定める重要なファクターであり、各国

の利害が絡んでいる。また条約の有効性にも大きな

影響を与える。この意味で、スコープのカバーする

範囲および期待される検証手法という観点から数々

のワークショップが開催されてきた7。しかし、スコ

ープに包含されるであろう核物質および適用される

検証措置を考慮し、査察の形態と問題点等について

議論した報告は少ない8。妥当なスコープを検討する

には、適用されるであろう査察の手法と手段の概要
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を明らかにし、その有効性と経費にかかる分析・評

価を行い、普遍的に受け入れられるものとしなけれ

ばならない。ここでは米国の提案しているスコープ9 

に準じ、統合保障措置で採用されるであろう検証手

段の適用を前提とし、予想される検証制度を概観す

る。しかし、スコープの妥当性、検証制度の有効性、

運用にかかる経費等の分析・評価は今後の課題であ

る。 

 

２ ＩＡＥＡの役割 

包括的保障措置協定10 に基づくＩＡＥＡ保障措

置は、１９７１年から実施されてきており、国の保

有する総ての原料物質 11および特殊核分裂性物質

（ＳＦＭ：Special Fissionable Material）12が核兵

器その他核爆発装置に転用されていないことを確認

する13とするＩＡＥＡの義務を十分果たしてきた。

しかし、湾岸戦争の終結処理にともない発覚したイ

ラクの核兵器開発、いわゆる「イラク問題」14 は、

核不拡散条約（ＮＰＴ）に違反し、包括的保障措置

協定にも違反している。このイラク問題は包括的保

障措置システムの問題点、すなわち「加盟国を信頼

し、保障措置システムに申告の完全性を検証する手

段を組み入れていない」と言う相互信頼に基づく検

証システムの弱点を顕在化した（ＩＡＥＡ保障措置

の特別査察は報告の完全性を検証する権利を保証し

ているが、イラクおよび北朝鮮の核疑惑の解明には

機能しなかった）。ＩＡＥＡ事務局はこの弱点を補完

する新たな手段の包括的な検討を「プログラム９３

＋２」の下で行い、申告の完全性を検証し未申告活

動を検知する手段と権利をＩＡＥＡ保障措置に付与

する追加議定書を策定し、１９９７年、ＩＡＥＡ理

事会はこれを承認した。そして、ＩＡＥＡ事務局は、

これまで実施してきた包括的保障措置の手段と追加

議定書で定められた新たな手段を統括し、より有効

かつ効率的な保障措置システム、統合保障措置シス

テムの構築を進めている。 

ＮＷＳは２０００年ＮＰＴ運用検討会議におい

て「核兵器の全面廃絶を約束する」との共同声明15

（statement）を出し、さらに最終文書では核廃絶

を「究極的」目標ではなく現実の問題として取り組

む16との約束をし､ＣＤにＦＭＣＴの即時交渉開始

および５年以内に妥結を含む作業計画に合意するこ

とを奨励している17。核兵器が廃絶された後にＮＷ

Ｓはもはや存在せず、総ての国が非核兵器国（ＮＮ

ＷＳ）となり平等にＩＡＥＡ保障措置を受けること

になる。このことを考慮すると、ＩＡＥＡがＦＭＣ

Ｔ検証機構の母体となるべきであり、有効かつ効率

的な検証制度の確立には、ＩＡＥＡ保障措置に関す

る専門知識と経験を十二分に活用し、当初から統合

保障措置の適用を前提に考察するのが理にかなって

いる。 

条約の履行に際して、ＮＷＳとＮＰＴ未締約国は、

ＩＡＥＡと新しい（もしくは更新された）協定を締

結する必要がある。これらの国々とＩＡＥＡは、条

約の交渉と平行して、採るべき検証制度の形態につ

いて協議する必要があろう。しかし、既に包括的保

障措置協定をＩＡＥＡと結び、追加議定書を受諾し

ているＮＮＷＳに対して新たに要求される義務は無

い18ことを留意すべきである。 

 

３ スコープ 

ＦＭＣＴは、第一義的には、核兵器用核分裂性物

質の生産を禁止し、条約の定める義務の完全な履行

を公正かつ平等な方法で検証し、その結果を適切な

方法で公開する義務を規定することになろう。しか

し、残念ながら条約の実質的な審議はいまだ行なわ

れていない。唯一、ＣＤにおいて合意されている文

書はGerald E. Shannonカナダ大使が１９９５年ま

とめたレポート、いわゆる “Shannon Mandate”19 

である。レポートに記載されている合意事項は以下

の３点である。 

a) ＣＤの下に「核兵器その他核爆発装置のた

めのＳＦＭの生産を全面的に禁止する」た

めの特別委員会を設置する。 

b) ＣＤは「核兵器その他核爆発装置のための

ＳＦＭの生産を全面的に禁止する」ための
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非差別的、国際的、そして有効な検証シス

テムを持つ条約の交渉を進めるよう特別委

員会を指導する。 

c) 特別委員会は１９９５年セッションの終了

前に作業の進捗状況をＣＤに報告する。 

これらの合意事項をまとめる段階で、そのスコー

プについてはおおむね３つのグループに意見が分か

れたとレポートは付記している。即ち、最も狭いス

コープとして ①「将来の核兵器用ＳＦＭの生産のみ

に限定する」、そして、②「将来の生産のみならず過

去の生産も含める」、最も広いものとして ③「将来

及び過去の核兵器用ＳＦＭの生産のみならず、保有

する当該核物質の管理おも含める」である。この様

に、条約について協議することの必要性は合意され

たものの、そのスコープについて必ずしも合意され

ているとは言えない。この状況は現在も続いている。 

米国の提案しているスコープは①に近いものであ

るが、それに「条約発効後、再処理施設で分離した

プルトニウムおよび濃縮施設で濃縮されたウランは

総て含める」との条件を付加し、そのスコープを広

げている20。オーストラリアの提案は米国のスコー

プを広げ、核兵器用ＳＦＭの取得（増加）しないこ

とを義務付け、平和目的に用いられている核兵器用

核物質と同等の核物質（ＩＡＥＡ保障措置では未照

射直接利用核物質）をスコープに含めるべきである

としているが、他の核物質はスコープから除外する

（Focused Approach）を提案している21。エジプト

は③に近い提案をしており包括的な検証体制の確立

を望んでいる22。ＮＷＳはいずれも現在保有してい

る核兵器用のストックをスコープに含めることには

反対しており、また査察等、検証にかかる経費削減

を理由にスコープを狭め､米国の提案に近い案を支

持し、さらに Focused Approachの概念を取り入れ

るべきだとする提案が大半を占めている一方、ＮＮ

ＷＳの多くはＮＷＳの提案はＮＰＴの下で実施され

ている保障措置の適用に関する不平等性を拡大する

ものであると反発しており、妥協点を見つけるのは

容易でない状況にある。 

ここでは米国の提案に準じ、条約の目的とスコー

プを「核兵器その他核爆発装置に用いる核兵器用核

物質の生産を禁止し、そして条約の発効後に生産さ

れたＳＦＭの核兵器あるいは核爆発装置への転用を

適時に探知する」と読み直し、統合保障措置の検証

システムをベースとしＦＭＣＴ検証措置を検討する。 

この目的を達成し、スコープをカバーするために

は、少なくとも以下の施設及び条約の発効後生産さ

れたＳＦＭが検証措置の対象となる。すなわち、①

すべての濃縮施設及び再処理施設（当該能力を持っ

ている施設等を含む）、②条約発効後に生産されたＳ

ＦＭ、そして③未申告施設、未申告活動、である。 

明示的には現れていないが、この検証措置にはＩ

ＡＥＡの包括的保障措置では処理したことの無い難

問が潜在している。即ち、包括的保障措置の下にあ

るＮＮＷＳの保有する総ての核物質（ＳＦＭおよび

核原料物質）はＩＡＥＡに申告することになってお

り、一切の例外を認めない。しかし、条約の対象と

するＳＦＭはＮＷＳ等、当該国が保有する核物質の

一部分にすぎず、スコープから除外したストックパ

イル、平和利用核物質さらに艦船推進用核燃料等軍

事用核物質がある。 

核物質そのものに標識は無く、物理的化学的に区

別することは出来ない。しかし、条約の発効後に生

産されたＳＦＭは各国の定める対象外ＳＦＭと区別

して扱う必要がある。この区分に関する適切な検証

手段と技術を開発しない限り、実際の査察検証を行

なう際に問題が生じることになる。 

 

４ 申告と国内計量管理システムの確立 

条約を実施に移すために当該国が備えなければ

ならない二つの条件がある。その一つは申告システ

ムである。これは、査察活動が申告された情報に基

づき、その信頼性と完全性を検証する態様で行われ

るためである。従って、関連各国は総ての濃縮及び

再処理施設の詳細について申告（冒頭報告）する必

要がある23。同様に、条約発効後は検証の対象とな

る核物質の在庫及び移転に関する情報を定期的に申
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告（定期報告）しなくてはならない。他の一つは、

ＩＡＥＡ保障措置の中で重要な役割を果たしている

核物質の国内計量管理システム（ＳＳＡＣ）24に準

じた国内システムを作り上げることである。ここで

は冒頭報告と定期報告について考察する。 

 

(1) 冒頭報告 

冒頭報告には先ず直接検証の対象であるＳＦＭの

量とその物理的科学的形態、計量管理を行なってい

る単位（バッチ）を施設ごとに報告し、（「該当する

ＳＦＭは保有していない」との報告も含む）、当該施

設の設計情報25（設置場所、処理方法、年間生産能

力等）、及び運転状況など施設関連情報を申告する。

さらに、冒頭報告の完全性を検証するために必要な

関連情報の追加提供を求められた場合、これを提供

する義務がある。報告の対象となる施設には、軍事

利用施設、平和利用施設、および余剰核物質の処理、

使用、貯蔵施設、そして追加議定書第２条(i)項に基

づく核燃料サイクルＲ＆Ｄ施設、及び同(iv) 項に基

づき濃縮あるいは再処理関連機器等の生産・組み立

てを行なっている施設も含まれることになろう。 

冒頭報告で問題になるのは国の安全保障体制の維

持に必要であると国が定め、報告対象から除外した

核兵器関連施設の扱いである26。ＮＰＴ条約第１条

に基づき、ＮＷＳは核兵器の製造、維持、保持に関

する機微な情報をＮＮＷＳに知らせてはならない。

しかし、核兵器関連施設にはＳＦＭを生産する濃縮

及び再処理施設がある（あった）と見るのが自然で

あり、更にＳＦＭの原料となる天然ウラン、低濃縮

ウラン、使用済燃料がストックに含まれていると見

るのが自然である27。 

 

(2) 定期報告 

条約の発効後、核兵器または核爆発装置用核物質

を生産する総ての濃縮あるいは再処理施設は停止し

ている。しかし、原子力艦船推進用核物質あるいは

平和利用目的のＳＦＭの生産は禁止されていない。

したがって、運転中の濃縮施設及び再処理施設、そ

してこれらの施設で生産されたＳＦＭを使用しある

いは保管している施設は、施設毎に、毎月核物質の

在庫変動、物質収支等を報告しなければならない28。

そして、その所在と物理的化学的形態を報告する必

要がある。この報告は、当該施設で兵器級核物質が

生産されていないこと、および生産されたＳＦＭの

量を確定し、核兵器等への転用が無いことを検証す

るために用いられる。また、運転を停止している施

設に付いては、停止の状況について少なくとも状況

の変化を通知する必要がある。 

なお、米国、ロシア等主要核兵器国は既に核兵器

用核物質の生産を停止していると宣言しているが、

核兵器用核物質の生産停止とは濃縮及び再処理施設

（分離Ｐｕ等の抽出が可能な施設）の停止を意味し

ており、ロシアの言っている核兵器用Ｐｕ生産炉の

停止では不十分である。この意味で、再処理は行な

っていないと言っている米国のサバンナリバーでは

再処理を現在も行なっており29、ロシアの再処理施

設が総て停止しているとの情報はない。濃縮施設に

関しても同様である。 

 

５ 検証手段 

適用される検証手段は前節で概観した報告と記録の

信頼性と完全性を独立に検証するに十分なものでな

ければならない。ここでは冒頭報告及び枢要施設に

適用されるであろう検証手段について概観する。 

 

(1) 検証手段―Ⅰ（冒頭報告の検証） 

冒頭報告の検証は条約の適用範囲を確定し、以後、

継続的に行なわれる査察検証手法と手段を確定する

重要なものである。ＮＰＴ締約国であるＮＮＷＳは、

包括的保障措置の下で、総ての核物質を申告し、過

去の原子力活動を含め総ての原子力関連施設を申告

する。ＩＡＥＡはこれらの申告に基づき、核物質実

在庫の正確性と完全性を検証している。典型的な例

は、南アフリカがＮＰＴ締約国となり、包括的保障

措置を受け入れた際に行なわれた冒頭報告の検証で

ある30。 
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この検証では過去の原子力活動に基づく核物質の

生産と消費を施設別にその運転記録から算定し、申

告された実在庫との整合性を検証しており、既に解

体された施設（原爆を製造し解体処理した施設）の

運転実績の分析も行なっている。また、北朝鮮の核

開発疑惑はこの冒頭報告の検証の際に明らかになっ

たものであり、過去の原子力活動の総てが申告され

ていない事実が、冒頭報告の完全性に関する検証の

結果から明らかになったものである31。 

ＦＭＣＴの冒頭報告では、当該核物質の在庫はな

い（ゼロ）として報告される可能性が高く、実在庫

の検証に問題が生じることはないと思われるが、拡

大申告に定められている総ての施設等（核兵器用核

物質の生産に関係のある（あった）施設、余剰核物

質の処理、貯蔵等に関係のある施設、及び平和利用

施設）の申告について、その完全性を検証すること

は困難を極めよう。その理由は、ある施設は核兵器

関連施設と同じ建屋に共存し、別の施設では核兵器

関連作業と平和利用関連作業の区別なしに行なって

いる可能性があるためである。 

冒頭報告の検証に際に取り組まなければならない

もう一つの重要な課題は通常査察の手法と手段の確

定である。もし、国内に運転中の濃縮施設及び再処

理施設（未申告施設を含む）が無い場合、核兵器用

核物質の生産はありえない。当該施設がすべて停止

している場合は、施設の状況を監視し、運転が行な

われていないことを確認すればよい。しかし、未申

告施設が無いと判定できない場合は問題が複雑にな

る。この場合、兵器用核物質の原料となる原料物質、

低濃縮ウラン（ＬＥＵ：ウラン－２３５の濃縮度が

２０％以下の濃縮ウラン）あるいは使用済燃料の未

申告施設への供給が無いことを検証する以外に方法

は無く、平和利用核物質を含む総ての核物質の厳格

な査察検証体制（ＩＡＥＡ保障措置相当）が必要と

なる。また、運転中の濃縮施設あるいは再処理施設

がある場合、その製品であるＳＦＭが核兵器等に転

用されていないことを保証する査察検証体制が必要

となり、条約の対象外ＳＦＭと区別する手法と手段

が問題となろう。 

 

(2) 検証手段―Ⅱ（運転中の施設及び生産されたＳ

ＦＭ） 

①条約発効後、運転中の施設及び生産されたＳＦＭ

には「計量管理（ＭＡ：material accountancy）」32

を基本的に重要な検証の手段として、また「封じ込

め 及 び 監 視 （ Ｃ ／ Ｓ ： containment and 

surveillance）」33を重要な補助的手段として、以下

の条件を満たす方法で検証する。 

  (a) 条約発効後生産された総てのＳＦＭ： 

- 全ＳＦＭにＭＡ、必要に応じてＣ／Ｓを

適用 

- 施設間移動に伴うＳＦＭの受払間差異34

（ＳＲＤ：Shipper/receiver difference） 

(b) 濃縮施設： 

ＨＥＵ（ウラン－２３５の濃縮度が２０％以

上の濃縮ウラン）が生産されている施設： 

- 生産されたＨＥＵの総てが検証の対象；

総てのＨＥＵにＭＡを適用 

 ＨＥＵが生産されていな施設： 

- 生産されたＬＥＵの総てが検証の対象；

総てのＬＥＵにＭＡを適用 

- ＨＥＵが生産されていないことを立証す

る手段35 

(c) 再処理施設（分離Ｐｕの生産能力を持つ施

設）： 

- 処理する使用済燃料にＭＡ 

- 処理工程にニア・リアルタイム計量管理

（ＮＲＴＡ: Near real time Material 

accountancy）手法を適用36 

- 必要に応じてＣ／Ｓを適用 

- 生産したＰｕの総てが検証の対象；総て

のＰｕにＭＡを適用 

②物質の実在庫検認（生産施設、貯蔵施設、使用施

設等） 

- 年１回、実在庫検認（棚卸） 

- 毎月１回、転用を適時に発見するための
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中間査察（無通告（或いは短期通告）無

作為査察の適用がより有効かつ効率的） 

③原子力艦船の核燃料及びその生産施設（濃縮施設

を含む）の検証に関する問題は、運転中の施設に分

類されるものであるが検証手段－Ⅳで別途取り上げ

る。 

 

(3) 検証手段―Ⅲ（閉鎖された施設） 

①閉鎖された施設に関しては、これらの施設で未申

告活動が行われた事実がないこと、すなわち核物質

の生産が行われていないことを確認するための手段

が適用される。この手段にはＩＡＥＡが作成中の手

段が適用できよう。 

②主な検証手段としては、 

(a) 施設が運転されていないことを確認する主要

運転なパラメーターの連続監視 

(b) 施設の運転状況を確認するために無通告無作

為査察 

(c) 監視システムが正しく機能していることを確

認するための通常査察（もしくは訪問）とそ

の維持 

なお、「閉鎖された施設」とは、運転を停止し核物

質は除去されているが、廃止の措置を終了していな

い施設を指す。（追加議定書、第１８条ｄ） 

 

(4) 検証手段―Ⅳ（核兵器以外の軍事利用核物質） 

ＳＦＭが核兵器以外の軍事目的に使用される典

型例は、原子力艦船などの推進用原子炉に用いる核

燃料である。この種のＳＦＭはＦＭＣＴ検証制度の

下で取り扱い、その生産と管理が適切に検証できる

よ う に す る と 共 に 、 そ の 使 用 に つ い て は

INFCIRC/153の第１４条に定められている規定と

実質的に同じものを適用する。しかし、ＩＡＥＡは

この分野の査察手順について十分な経験は持ってお

らず、どのような手法と手段を適用するかは今後の

課題である。 

 

(5) 検証手段―Ⅴ（検証措置の終了） 

核物質のＦＭＣＴ検証措置の終了もまた、ＩＡＥ

Ａ保障措置と同様に取り扱われる。すなわち、保障

措置終了の決定はINFCIRC/153第１１条に定めら

れた基準を満たす場合、ということである。 

 

(6) 検証手段―Ⅵ（未申告活動） 

①冒頭報告及び拡大申告により申告された情報の分

析評価：  

- 申告された情報は検証機構が入手可能な

総ての情報と比較分析し、未申告活動あ

るいは未申告核物質の隠蔽工作にかかわ

る不整合または疑義を抽出する、 

- 検証機構が入手可能な情報には公開情報、

ＩＡＥＡ保障措置情報、追加議定書第２

条ａ（ⅸ）、そして第３国の収集した諜報

活動に基づく情報等も含む。 

②未申告活動、未申告施設が無いことを確認するた

めの補完立ち入り： 

- 核物質の使用、貯蔵等包括的保障措置対

象施設の在るサイト内については、原則

２時間前の通告による補完立ち入り検査、 

- 包括的保障措置対象施設の在るサイト外

の場所で未申告活動に関する不整合ある

いは疑義が解消していない場所について

は、少なくとも２４時間前に文書による

通告に基づく補完立ち入り、この補完立

ち入りは不整合あるいは疑義が解消する

まで繰り返し行なわれる。 

③ＳＦＭの生産に関して、未申告の活動或いは施設

がないと結論づけるだけの保証が得られなかった場

合は、以下の二つの手段を補足的に適用する： 

- 濃縮に関する未申告活動（施設）が無い

との保証が得られない場合、核兵器への

転用の可能性のある総てのＬＥＵおよび

天然ウランのＭＡ（条約対象外の核物質

を含む）、 

- 再処理に関する未申告活動（施設）が無

いとの保証が得られない場合、核兵器へ
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の転用の可能性のある総ての使用済燃料

（照射された直接使用物質）のＭＡ（条

約の対象外使用済み燃料を含む）。 

 

６ 未申告活動にかかる検証措置の限界 

申告されたＳＦＭが申告された場所にあることを

検証することは、論理的には１００％可能である。

しかし、未申告核物質あるいは未申告活動がないと

いう結論は、それに反する如何なる証拠（不整合あ

るいは疑義）も存在しないことから推論することし

か出来ない。これは検証機構が入手した総ての情報

からは未申告核物質あるいは未申告施設の存在を示

す徴候は観察されなかったということである。そし

て、そのような徴候が無いということは、未申告核

物質あるいは未申告施設があるという仮説を棄却す

ると推論することであり、それ以上の意味はなく、

未申告施設あるいは未申告核物質が無いことを完全

に保証することはできない。しかし、追加議定書第

１８条ｉの定義に基づく「施設」当たり１実行キロ

グラム以上の核物質を生産あるいは保有する未申告

の施設に該当する重大な不整合あるいは疑義が未解

決の場合は、未申告施設あるいは未申告核物質の存

在を示している可能性が高く、未申告の核物質ある

いは原子力活動がないと結論することは出来ない。 

問題を複雑にするのは、ＮＰＴ第１条の規定「Ｎ

ＷＳは核兵器もしくはその他の核爆発装置の製造に

関する機微な情報をＮＮＷＳに公表しない」が多用

された場合であり、さらに、ＮＷＳは国の安全保障

にかかわる機微情報の拡散防止に関する規制に基づ

き、申告を禁止している機微な情報がある場合であ

る。この場合、上記の検証手段の適用の範囲内では

未申告施設あるいは未申告活動が無いと帰結できな

い恐れが生じ、平和利用核物質、余剰核物質にまで

スコープを拡大しない限り、核兵器用ＳＦＭの生産

禁止を保証することが出来なくなる恐れがある。 

 

７ 管理されたアクセス 

ＮＷＳにある検証対象施設は、多くの場合、機微

情報拡散リスクの高い施設であり国際査察制度の受

け入れを前提に設計されてはいない。軍事目的と平

和目的の原子力活動が分離されていない場合が多々

あり、現に軍事プログラムが進められているサイト

内にある施設の査察を行なう場合には問題が生じる。

この問題については、いまだ明確な解決策は提案さ

れていない。しかし、条約が発効する前には適切な

解決策を確立しておく必要がある。 

追加議定書第７条に定められた管理されたアク

セスに関する条項は、機微情報の拡散を効果的に防

ぐことを目的として策定されたものである。現在、

ＩＡＥＡはＮＮＷＳに適用する手法と手段を確定す

るために加盟国の協力を得、実証試験を行い、その

適用の可能性と有効性を評価検討中である37。ＮＷ

Ｓに適用される管理されたアクセスの詳細な手続き

は、ＮＷＳのグループ内で作成されるべきである。

なぜなら、核兵器の保管あるいは核兵器そのものな

どの機微な情報の拡散につながる実証試験にＮＮＷ

Ｓが参加するこはできないからである。しかし、確

立された手続きは条約の履行に関する透明性の確保

に有効かつ効果的なものでなくてはならない。 

 

８ 透明性と不可逆性 

残された問題は、検証対象外の核物質の扱いであ

る。各ＮＷＳ及びＮＰＴ未締約国は検証の対象であ

る核物質と同じ物理的化学的特徴を備えた核物質、

すなわち核兵器およびその備蓄品として（又は、核

兵器に使用する核物質として）ＨＥＵや分離Ｐｕを

ストックしている。このストックはスコープには含

まれてはいない。また、実質的にはＩＡＥＡ保障措

置を受けていない平和利用核物質の量も多い。ＦＭ

ＣＴの検証制度において、これら検証の対象外の核

物質と対象となる核物質とを確実に区別するにはど

うすれば良いか、また、平和利用核物質および余剰

核物質を核兵器やその他の爆発装置製造に転用しな

いという不可逆性をどのように保証するのか、とい

うことが今後の研究課題である。 

「国際プルトニウム管理指針（INFCIRC/549）」は
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各国の保有するプルトニウムの在庫量に関する透明

性を向上させる手段として一定の役割を果たしてい

るが、ボランタリー協定であること、報告の単位が

１００kgであること等、核不拡散政策の観点からは

問題が残る。この指針に参加している核兵器国を含

め全ての国は、報告の単位を１kgとすることにより、

より透明性を高めるべきであり、ＮＰＴ未締約国を

含め広範な国々に参加を働きかける必要がある。ま

た、Ｐｕ以外の核物質、特にＨＥＵの保有量につい

てもその保有量を公開し、透明性を高める必要があ

る。 

ＮＷＳはＩＡＥＡとのボランタリー保障措置協定

に基づき査察可能な施設（eligible facilities）をＩ

ＡＥＡに提示しているが、１９９８年ＮＷＳ５カ国

でＩＡＥＡ保障措置が適用されている施設はわずか

１４施設であり、ＩＡＥＡが保障措置を適用してい

る８９７施設の1.6％に過ぎず、大部分の施設に保障

措置は適用されていない38。これは査察に要する経

費の不足によるためであるとされているが、ＮＷＳ

がこの査察可能な施設の選択権を持ち、自国の都合

により一方的に査察可能な施設のリストから削除す

る権利を持っていることを考慮すると、ボランタリ

ー保障措置協定によりＮＷＳの保有する平和利用核

物質が核兵器に転用されない保証はない。 

米国およびロシア両国がもはや直接国家安全保障

上必要がないと決定したＨＥＵ（７００ｔ）および

プルトニウム（１００ｔ）39は余剰核物質として順

次ストックパイルから除外され二度と軍事利用には

使用せず、原子炉燃料として利用するか、あるいは

最終処分することになっている。余剰核物質の検証

に関し１９９６年９月、ＩＡＥＡ、米国、そしてロ

シアは３極発議(Trilateral Initiative)を進めること

を合意し、解体された核兵器から生ずる余剰核物質

が再度核兵器に転用されないことを保証する新たな

検証システムの構築を目指し40、２０００年中に協

定を結びたいとしている41。この協定に基づく検証

はＩＡＥＡが担うが、その詳細は現行のＩＡＥＡ保

障措置とは異なるシステムになると予想されている。

このシステムが余剰核物質の核兵器への再転用を阻

止する非可逆性を保証する有効なシステムであるか

否かは、その全容が明らかにされるまで待たなけれ

ばならない。 

 

９ 検知目標と核物質のグレード 

ＦＭＣＴ検証制度が適用される国はＮＷＳであ

り、インド、パキスタン等ＮＰＴ未締約国であるこ

と、並びにその目的が「核兵器その他核爆発装置に

用いる核兵器用核物質の生産禁止、そして条約の発

効後に生産されたＳＦＭの核兵器その他核爆発装置

への転用を適時に探知する（禁止する）」であること

を考慮すると、検証手段を定める際に基準となる検

知目標、即ち、有意量と転用検知に係る適時性目標

は、ＩＡＥＡ保障措置で適用されている検知目標と

同等の規準を適用する必要がある。ＩＡＥＡ保障措

置で採用している有意量はＰｕ（同位体組成に関係

なく全プルトニウム）については８kgであり、ＨＥ

Ｕについては２５kgである。また、これらＰｕ、Ｈ

ＥＵに適用している探知時間は何れも１ヶ月間であ

る。ＬＥＵは核兵器用核物質ではないがＳＦＭに属

し、濃縮施設で生産されることから査察対象（有位

量：７５kg、探知時間：１年）となる。 

ＦＭＣＴ検証システムを維持・運用していくため

の経費は、そのスコープと適用する査察手段及び査

察のレベルによって大きく変わる。 

ＮＷＳには多量のストックがあり、インド、パキ

スタン、イスラエル等ＮＰＴ未締約国にも規模の差

こそあれストックがある。条約はこれらストックの

増加を抑えることを第一義的な目的としている。ス

トックの更なる生産を計画している国は核兵器の作

りやすい核物質の生産を考えると見るのが自然であ

る。米国エネルギー省が定めている核物質防護措置

の基準では、兵器級ＨＥＵはウラン－２３５が５

０％以上42、兵器級ＰｕはＰｕ－２４０の存在比が

７％以下と、より核兵器の作りやすい高品位核兵器

用核分裂性物質（以下、兵器級核物質）の区分を設

け43、より厳格に管理している。これは、「転用を試
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みる者にとって、より魅力渡の高い核物質は、より

厳格に管理し、かつ管理に要する経費を抑える」た

めの合理的な考え方であり、ＦＭＣＴ検証制度の効

率的な運用の参考になろう。 

 

１０ 検証措置の有効性と費用対効果 

ＦＭＣＴ検証措置の有効性を維持しつつ過剰な

財政負担を避ける手段として先ず着目すべき第１の

課題は、未申告施設及び未申告活動が無いと結論付

けるに十分な追加議定書の措置を適用し、条約の発

効後生産されたＳＦＭの査察の合理化を図ることで

ある。この措置により、世界各国が信頼し得るレベ

ルで当該国には核兵器用核物質の未申告生産が行な

われていないことを保証する。未申告施設、未申告

生産活動が無いことが信頼できるレベルで立証され

れば、核兵器用核物質の原料となる天然ウラン、Ｌ

ＥＵ、そして使用済燃料等の転用にかかる査察は大

幅に削減可能であり、場合によっては不要となり、

その経費削減効果は大きいい。次に重要な課題は核

兵器級のＰｕあるいはＨＥＵの生産、在庫量等にか

かる査察であり、兵器級核物質以外のＰｕ（例えば

原子炉級Ｐｕ）あるいは濃縮度が５０％以下のＨＥ

Ｕの査察はその次の段階である。そして、条約の発

効後に生産されたＬＥＵは転用の可能性がある核物

質ではあるが未申告の濃縮施設においてＨＥＵにま

で濃縮、あるいは原子炉に装荷し、Ｐｕに転換し、

未申告の再処理施設でＰｕを分離抽出しない限り核

兵器用核物質にはならないため、最低レベルの査察

で十分と考えられる。この様に、核物質のグレード

によって査察活動に有効適切な優先順位をつけるこ

とにより、有効性を維持しつつ、より信頼性が高く

かつ必要経費を最小にするシステムを構築すること

ができる。このシステムは、費用対効果の高いと考

えられている核兵器用核物質以外の核物質はスコー

プから除外するとしたフォーカスド・アプローチに

査察形態をとりつつ、そのスコープは広くかつ有効

であり費用対効果の高いシステムとなる可能性があ

る。 

 

１１ 結論 

追加議定書に定められた手段により強化された

ＩＡＥＡ保障措置、すなわち統合保障措置は、たと

えＮＮＷＳが秘密裏に核兵器開発計画を進めるため、

一連の原子力研究開発活動を意図的に隠蔽したとし

ても、核物質が核兵器あるいは核爆発装置に転用さ

れる以前に、有効かつ効率的に探知することができ

るよう設計され運用される。この統合保障措置シス

テムの具体的な運用方法はいまだ確定しているわけ

ではないが、ＦＭＣＴ検証制度のベースとなるもの

であり、財政関連問題など重要な課題を検討する上

で有用である。 

この予備的考察を通じて、有効なＦＭＣＴ検証制

度を確立するために今後解決しなければならない数

多くの問題があることが明らかになった。国の安全

保障や核不拡散上の機微な情報の扱いに関連した問

題は、特にその解決が難しいと考えられる。しかし、

制度の全体像を明らかにするためには、こういった

問題は何れも避けては通れないものである。 

ＦＭＣＴ特別委員会は、ジュネーブ軍縮会議の下

に１９９８年８月に設立されたが、実質的な審議は

行なわれなかった。 ２０００年ＮＰＴ運用検討会議

においてＦＭＣＴの早期締結と統合保障措置の早期

運用開始は日本の主要提言の１つに取り上げられて

いる。適切な検証制度を策定するためにＦＭＣＴ特

別委員会は解決すべき技術的問題と解決策に係る情

報を適宜入手することが重要である。このためには、

関連する諸問題について必要な技術的考察を速やか

に進め、幅広く議論を展開し、検証制度の全貌を明

らかにし、委員会審議の促進に反映させる必要があ

る。ここで示した予備的考察はＦＭＣＴ検証制度の

１面を示したに過ぎない。解決しなければならない

多くの問題は、ＩＡＥＡの専門家の参加を得て包括

的に検討する必要がある。ＣＤにおける包括的核実

験禁止条約（ＣＴＢＴ）の審議に際し、条約遵守の

検証における地震学的方法の有効性を検討するため、

１９７６年にはＧＳＥ（ジュネーブ軍縮会議地震専
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門家アドホック・グループ）を設置し、様々な調査

を開始した。そして地震学的手法により地球上の何

処で地下核実験が行なわれようとそれを探知するこ

とが可能になる手法を提案し、立証した。このシス

テムはＣＴＢＴＯ準備委員会が進めている地震観測

網設計の基礎となっている。この例に倣い、ＣＤの

下にＦＭＣＴ検証アドホック・グループを設け、あ

るいはＦＭＣＴ検証技術国際フォーラムの下で、集

中的に議論を進め、より具体的な検証システムの全

貌を明らかにする必要がある。 
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の移動、あるいはアイテム（単体）やＩＡＥＡ保障措置装

置またはデータに対する妨害を防止することによって、Ｉ

ＡＥＡ、ある区域またはアイテムの物理的インテグリティ

を確立する事を可能にするようなものをいう。貯蔵室や貯
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